
第３章 通告・相談への対応

１. 通告・相談時に何を確認すべきか
虐待については，子ども本人や虐待を行っている保護者からの相談と近隣等個人や関係機関等

からの文書または口頭による通告のほか，匿名の通告もある。
通告者が個人の場合には，「子どもがどうにかなってしまうのでは」とか「とんでもない親で

ある」と言った心配や怒りの気持に加え，「虐待でなかったらどうしよう」と通告することを躊
躇する気持ちや，「恨まれたり，責任を問われるのではないか」と通告後の事態への危惧感から
不安な心理状態で通告してくることが多い。一方で，児童相談所や市町村が，すぐに虐待をやめ
させて問題を解決してくれると期待して，通告してくる場合もある。
いずれの場合であっても，通告者の気持を受け止めることに配慮して耳を傾けることが重要で

ある。通告者が安心して話ができる環境を整えることにより，虐待通告や相談内容が正確かつ客
観性をもったものになる。

（1）通告の対象となる子ども
子ども虐待の早期発見を図るためには，広く通告が行われることが望ましい。平成16年の児童

虐待防止法改正法により，通告の対象が「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思
われる児童」に拡大されており，これにより必ずしも虐待の事実が明らかでなくても，子どもの
福祉に関わる専門家の知見によって児童虐待が疑われる場合はもちろんのこと，一般の人の目か
ら見て主観的に児童虐待があったと疑われる場合であれば，通告義務が生じる。
なお，こうした通告については，児童虐待防止法の趣旨に基づくものであれば，それが結果と

して誤りであったとしても，そのことによって刑事上，民事上の責任を問われることは基本的には
想定されないものと考えられる。

（2）通告・相談時に確認すべき事項（虐待相談・通告受付票の記入）
①　市町村における対応
市町村における相談等への対応に関しては，「市町村児童家庭相談援助指針」に基づき実施さ

れているが，次のことに留意して虐待通告や相談に対応すること。
あらかじめ必要事項を記載した虐待相談・通告受付票を作成しておき，これに基づいて聴取す

る。（表３－１参照）
虐待の第１報を受けたら，まず通告者からできる限りの情報提供をしてもらい，その情報を虐

待相談・通告受付票（表３－１）に記入する。あいまいな情報や不明な項目があっても，記入可
能な事柄を記入した上で，その旨を明記しておくことが重要である。
記入後は，上司等と内容を吟味し，必要に応じて緊急受理会議を招集・開催して，その後の調

査や対応方針を検討する。作成書面は，管理職などの責任者の決裁を受ける。
決裁後は，虐待通告受付台帳に編綴するとともに，児童記録にも添付する。
なお，虐待が必ず「通告」という形で入ってくるとは限らず，一般的「相談」の中から発見され

ることやその子ども以外のきょうだいへの虐待が潜んでいる場合がある。機関の側が虐待に対す
る正しい理解をし，虐待を見逃さないための注意を払う必要がある。
たとえば，「たびたび嘘をつく」「おもらしをする」「夜遅くまで帰らない」「親の言うこと

を聞かない」など，子どもの行動や性格，育児などの相談，不登校相談，非行の通告などの場合
でも，虐待の潜在に留意しなければならない。
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②　児童相談所における対応
児童相談所における通告・相談については，「児童相談所運営指針」及び上記［1］を参考に対

応されたいが，特に，児童虐待に関しては「通告」という言葉を明言して連絡が入るだけではな
い。一般的な「相談」や関係機関からの「相談」・「連絡」・「報告」の中にも潜んでいる場合
も珍しくないので，相談内容の背景に児童虐待の問題が潜在している可能性に常に留意し，児童
虐待であるかどうかを判断することが重要である。

（3）通告・相談のパターン
子ども虐待についての世間の認識が広がり，児童相談所や市町村，都道府県の設置する福祉事

務所等に「虐待かもしれない」との通告や相談が数多く寄せられるようになった。通告や相談の
パターンは大きく分けて次の３つになる。
［1］　 学校，保育所，病院等，子どもが通ってくる，または現実にいる機関からの通告や相談

で，家庭内の状況はある程度分かるし，通告や相談内容も具体的なものが多い。
　 なお，市町村においては要保護児童対策地域協議会に出された乳児家庭全戸訪問事業に
より把握された要支援児童等に関する情報，またはその他の情報の中で，児童虐待の疑い
があると判断されるものについては，当該機関からの通告がなされたものとして受理する。

［2］　同居の家族や親族など，子どもの虐待を直接見ているが，独力では解決が困難で通告や相
談をしてくるもの。多くは自分が通告・相談したことを秘密にしてほしいとの気持ちが強
く，通告者を手がかりにして直接の援助や介入の糸口を期待しにくい。また，主観的・感情
的な表現が多く，緊急な対応を求められることも多い。
　 また，別居している保護者による係争中の相手に対するものや，DVの加害者が被害者で
ある配偶者の虐待通告をする場合など，通告の真意を測ることが難しいものも目立ってきて
いる。

［3］　近隣住民等からの通告・相談で，子どもや家族の様子は断片的にしか分からないが，貴重
な情報になる。しかし住所や氏名，家族構成など基本的なことから調査が必要になる。

（4）通告・相談者別の対応
［1］　子ども本人からの相談
ア．　児童相談所や市町村等が必ず安全や秘密を守ることを伝えた上で，子どもの状況を把握す

る。
（ア）　協力してもらえる人はいるか。
（イ）　虐待の内容と程度。
（ウ）　子どもが１人で行動できる力の程度や範囲。
（エ）　連絡方法の確認や会って話を聴く約束をする等，子どもとの継続的な関わりが持てるよ

うはたらきかける。
イ．　児童相談所や市町村等の援助の内容，方法を具体的に説明する。
ウ．　子どもと関わりのある学校等の関係機関と協力して解決していくことを説明して子どもの

了解を得る。
エ．　子ども本人が相談してくる場合，客観的な事実は別として，子ども本人にとっては深刻な

状況であることを認識しておく必要がある。また，自分が相談したことが保護者に知れたら
困るという強い不安を持っている場合が多い。子どもの不安を受け止め，自分から相談した
ことを尊重し，こちらの対応を丁寧に説明するなかで，子どもの気持ちに沿った対応に努め
ながら，推測や思いこみ及び誘導となるような質問を避け，慎重に対応する必要がある。
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［2］　虐待を行っている保護者からの相談
ア．　非難や批判をせず，訴えを傾聴する。共に問題を考える姿勢を示し，必要な場合には解決

への方法や見通しについて，具体的な助言や指示をする。保護者の精神状態や虐待の程度に
よっては危機的状況にあって早期に介入をしなければならない場合があるので，個人を特定
できる情報の収集に努める。

イ．　虐待の内容と程度。
ウ．　虐待を受けている子どもに対する気持ち。
エ．　家族関係や生活の状況。（DV被害等を含む。）
オ．　援助者（親族・関係機関）の有無。
カ．　どんな援助を求めているか。
キ．　児童相談所や市町村等の援助の内容，方法を具体的に説明し，来所の約束や訪問すること

を伝える。

［3］　家族，親族からの相談・通告
ア．　家族，親族としての立場や心配を受け止めながら話を傾聴し，虐待を行っている保護者や

虐待を受けている子どもとの関係等についての情報を聴取する。
イ．　家族については，虐待状況の中に置かれている当事者として受け止め，共に家族の問題を

考える姿勢で向かい合う。解決への方法や見通しについて具体的助言や指示が必要な場合も
ある。

ウ．　親族の通告には，虐待を行っている保護者への恐れからの躊躇や，家族間の軋轢による中
傷，親権を巡る争い等が含まれることもあるので，通告の真意を十分理解して状況を把握す
る必要がある。具体的な助言や指示等は慎重に行わなければならない。

エ．　DV等の問題を抱えている可能性も考慮し，情報を聴取する。この場合，児童相談所が承
知していること自体が，DV被害者等に関する個人情報の提供につながるおそれがあるので
特に留意する。

［4］　地域，近隣住民からの相談・通告
ア．　匿名通告の場合は，通告者のプライバシーの保護をていねいに説明して，氏名，住所，連

絡先等を教えてもらう努力をし，それが困難な場合には，後日連絡をもらえるよう依頼す
る。また，以後の情報を受ける窓口として，担当者名等を通告者にわかりやすく伝える。

イ．　児童相談所や市町村等が責任を持って対応することを伝え，継続的な情報提供等の協力を
依頼する。

ウ．　通告者の考え方や態度から，通告者が直接的な行動をとる可能性が危惧されるような場合
は，通告者の気持ちや考えを受け止めたうえで，市や児童相談所の対応について説明し理解
を求める。

［5］　警察からの通告
児童福祉法及び児童虐待防止法は，早期発見・早期対応の観点から市町村，都道府県の設置す

る福祉事務所及び児童相談所が通告先として規定されていることから，警察が把握した場合には
いずれの機関に対しても通告が行われることになる。
ただし，深刻な虐待が疑われる場合など緊急性，専門性が高いと警察が判断した場合には，一

般的には，市町村や都道府県の設置する福祉事務所ではなく，児童相談所に通告されることとな
る。
なお，市町村，都道府県の設置する福祉事務所及び児童相談所は，警察からの要保護児童の通

告について，身柄を伴うか否かを問わず，その受理を拒否することはできない。このため，市町村
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又は都道府県の設置する福祉事務所は，警察からの通告を受けた場合において，その子どもにつ
いて一時保護が必要であると判断するときは，通告を受理した上で児童相談所に送致することと
なる。また，児童相談所として市町村等が対応することが適当と判断する場合は，通告を受理し
た上で，市町村等と連携を図りつつ対応する。
また，虐待を通告の理由としたものの他，家出，徘徊，迷子，万引き等の背景に虐待がある場

合も多いので留意が必要である。
ア．　緊急度や重篤度が高いと判断される場合には，次の（ア）及び（イ）の対応が優先される

こととなるが，可能な範囲で（ウ）についても確認する。
（ア）　虐待内容と受傷の程度等の情報を聴取し，一時保護の可能性や一時保護所で保護が可能

かどうか，入院の要否や医師の待機の必要性を確認する。
また，市町村が受けた通告では，立ち入り調査など職権を伴う措置の必要性についての意
見も聴取する。そのうえで，子どもの保護や職権行使の要否を検討する必要がある場合に
は，直ちに所管の児童相談所と協議をする。そのうえで，児童相談所への送致や後方支援
を依頼する。

（イ）　保護者からの物理的な抵抗を受けるおそれがあり，児童相談所だけでは一時保護の実施
や子どもの安全の確保等が困難な場合には，警察への援助依頼を検討する。

（ウ）　警察が，通告をしたことについて保護者に連絡したか，していれば保護者の反応はどう
だったかを確認する。また，警察の今後の係わり方についても聴取する。

イ．　警察が一時保護を要すると思料する要保護児童を発見し，児童相談所に通告した場合，児
童相談所においては，夜間，休日等であっても原則として速やかに警察に赴いてその子ども
の身柄の引継ぎを行うことが必要である。
　ただし，児童相談所が遠隔地にある場合などやむを得ない事情により，児童相談所が直
ちに引き取ることができないときには，警察に対して一時保護委託を行うことも考えられ
る。
　また，特に夜間において，児童相談所の職員だけでは対応が著しく困難な場合には，警察
職員に一時保護所までの同行を依頼するといった対応が必要となることも考えられる。
児童相談所においては，こうした点も踏まえ，警察との日常的な協力関係を築くよう努める

こと。
なお，市町村にこのような通告が入った場合には，直ちに児童相談所に連絡するとともに専

門的助言を求め，場合によっては送致を行うことも必要である。

［6］　保育所，幼稚園・小学校・中学校等の学校等からの相談・通告
ア．　　身体的虐待やネグレクト，性的虐待がみられたり疑われる場合には，訪問調査により実

態を把握する。地域，近隣住民あるいは家族，親族からの相談とは異なり，通告をした機
関を特定させる情報を虐待者に伝えざるを得ない場合があることを説明し，その場合には，
具体的にどのような説明を行うのかという点について事前に綿密な協議を行い，今後の協力
を依頼する。

（ア）　虐待を受けた子どもの在籍状況（入所年月日，入所理由，出欠状況等）。なお，きょう
だいが在籍していればその状況も聴取する。

（イ）　虐待を受けた子どもの状況（身辺の様子，行動，食欲等）。
（ウ）　虐待を行っている保護者の状況（虐待の認否，負傷についての受診の有無，送迎等の状

況，家族関係，性格，経済状況等）。
イ．　子どもが帰宅を拒否したり，けがが重い場合には，一時保護を検討する。
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ウ．　受傷の程度によっては，医療機関へ受診させる。また，外傷がみられる場合には写真を撮
影しておく。

エ．　緊急保護を要請された場合には，身柄を伴う通告に準じて対応する。
オ．　福祉事務所，保健所，教育委員会等関係機関から情報を収集する。

［7］　保健所・市町村保健センターからの相談・通告
ア．　家族状況，きょうだい関係や健康診断歴等の情報を確認する。
イ．　虐待を行っている保護者に精神疾患が疑われる場合は，精神保健福祉相談員または保健師

と連携し，必要な場合は主治医，警察等への協力を要請する。
ウ．　緊急性を見極めながら，緊密な情報交換や同行訪問などの連携体制をつくる。

［8］　医療機関からの相談・通告
ほとんどは入院中のケースであるが，外来受診時に虐待を危惧して通告される場合もある。通

告を受けたら，医療機関に出向いて主治医や関係職員から状況を聴取し，子どもが入院中の場合
はその状態を直接確認する。
ア．　受診経過（いつ，どこから，誰が付き添って来たか）。
イ．　子どもの状態と見通し（外来であれば継続あるいは再受診の可能性の確認）。
ウ．　虐待と判断もしくは疑った根拠（診断書発行の依頼）。
エ．　警察への通報の確認（場合によっては通報を要請）。
オ．　保護者に対して，主治医から受傷等についての所見をどのように説明したり，伝えている

か。（保護者が若年の場合には，祖父母が同席での説明が望ましい）。
カ．　保護者の病院に対する反応はどうか。
キ．　保護者について病院が知り得ている情報と意見。
ク．　児童相談所や市町村が関わることについての場面設定と紹介の方法および今後の連携の窓

口担当者を確認。

［9］　児童委員（主任児童委員）からの相談・通告・仲介
ア．　通告・仲介の内容を聴取し，地域での家族の生活状況や，家庭への援助者の有無等につい

て，当該家族の人権を配慮した調査協力を要請する。
イ．　継続的な観察情報の提供と協力について依頼する。

［10］　配偶者暴力相談支援センターからの相談・通告
ア．　配偶者からの暴力がある家庭においては，心理的虐待だけでなく，子どもが身体的虐待，

性的虐待又はネグレクトを受けている場合も多いことに留意する。
イ．　子ども又は子どもの保護者に対応する場合，その対応によって配偶者からの暴力の被害者

が，配偶者からの更なる暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるなど，配偶者か
らの暴力の被害者及びその子どもの安全が損なわれることのないよう，ケースカンファレン
ス等により，事前に必ず配偶者暴力相談支援センターと十分な協議を行う。

２. 通告・相談があった場合にまず何をやるべきか
通告・相談を受理した児童相談所や市町村等は，虐待を受けた子どもの生命を守り，安全を確

保することを最優先して対応することが必要である。
虐待が疑われる事例や，将来虐待にいたる可能性の高い事例等も，児童相談所や市町村等が相

談や情報提供等を受けたことをもって通告として受理する。
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通告・相談を受けた者は，単独で判断せずに速やかに責任者に報告し，緊急受理会議を開催し
て，初期対応を検討する。
なお，要保護児童対策地域協議会を設置している市町村については，通告内容について調整機

関が把握するとともに，ケース進行管理台帳への登載などを行う。

（1）緊急受理会議の開催
［1］　虐待相談・通告受付票（表３－１）に記入した後，速やかに緊急受理会議を開催する。
［2］　 緊急受理会議の準備の一環として，通告を受けた事例について，他の通告受理機関と情報

交換を行い，過去の通告や援助，その他の情報が蓄積されていないかの確認を行う。この場
合，確認を依頼した機関は，その時点で把握した情報を他の機関に伝えることが，関連し
た断片情報を集めるきっかけとなることに留意すべきである。なお，情報交換については，
性的虐待に関しては慎重に対応すべきものであり一律の情報交換になじむものではないの
で，このような事例を除き行うことが基本である。性的虐待の調査については第13章７を
参照すること。

［3］　所内の管理職，通告受理者を中心に対応可能な職員が参加する。必要に応じて，一時保護
所職員の参加を求める。

［4］　協議決定事項は，受理会議録として決裁を受け保存する。

（2）緊急受理会議の検討事項
虐待相談・通告受付票（表３－１）に基づいて検討する。

［1］　虐待の確認と判断
通告内容から虐待が明確に判断できない場合でも，子どもの安全を確認するための調査を行

う。その際には，子どもを直接目視確認することを基本とし，緊急性に乏しいと判断されるケー
スを除き48時間以内にこれをおこなうことが望ましい。また，緊急性に乏しいと判断されるケー
スであっても，通告があった場合には児童を直接目視し安全を確認する。
［2］　緊急性の判断
子どもの被虐待状況（症状・程度）はどうか。生命の危険はないか等緊急保護の必要性につい

て，関係機関との連携も考慮しながら判断する。
［3］　担当者の決定
原則として複数体制とし，身体的虐待が疑われる場合には，医療職（医師・看護師・保健師・

助産師）を加え，性的虐待が疑われる場合には同性の職員が担当し，児童心理司がサポートする
ことが望ましく，加害者がわかっている場合には加害者の性を避けることも必要な配慮である。
［4］　初期調査の内容
ア．　虐待通告の正確な内容把握と事実の確認（虐待相談・通告受付票情報の補完）。
イ．　危機状況の評価と緊急保護の判断（第４章１参照）。
ウ．　関係する機関の確認と調査依頼および役割分担。

（3）緊急受理会議後の対応
［1］　緊急を要すると判断される事例では，その場にいる職員で分担して対応を開始する。

なお，市町村等においては，一時保護が必要と判断された場合には，速やかに，児童相談所
に送致する。一時保護の必要性が予想される場合や直ちに送致するかどうか判断に迷う場合
にも児童相談所に現況を伝え，その後の対応を迅速に行えるように手だてを講じておく。
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［2］　通告の段階で得られた情報では緊急性がないと判断できる場合や，情報が不足する場合で
あっても，子どもの安全確認ができていない場合は，速やかに安全を確認しなければならな
い。なお，その場合には第４章１（4）［1］　 「調査の迅速性の確保」を参照し，48時間
以内の目視が望ましい。

［3］　緊急受理会議で決定した内容は，受理会議録に記入し，速やかに所長などの責任者の決裁
を受ける。

［4］　受理会議録は２部作成し，一部は受理会議簿に，一部は児童記録票に編綴する。

（4）時間外の対応
休日，夜間についても適切な対応ができる体制（時間外窓口，職員連絡網，夜間対応のマニュ

アルなど）の整備が必要である。
市町村等においては，例えば，当直体制の整備など，自らが通告を受けて適切な対応が取れる

ような体制の確保に努めることが前提であるが，夜間，休日等の執務時間外における電話等によ
る通告の受理について，
［1］　 複数の市町村，都道府県の設置する福祉事務所が広域で連携し，輪番制等により担当す

る。
［2］　児童家庭支援センターなどの民間の相談機関に対応を委託する。
［3］　児童相談所の担当区域内の市町村，都道府県の設置する福祉事務所への通告については，

児童相談所と協議の上で自動転送し，児童相談所において対応する。
といった手法により対応することが考えられる。いずれにしても，通告受理後の対応は事例の

緊急度等に応じて行うといった体制を整備することが必要である。
また，児童相談所においては，当直体制の整備など自らが通告を受けて適切な対応が取れるよ

うな体制の確保に努めるほか，児童相談所が市町村や都道府県の設置する福祉事務所とは異な
り，立入調査や一時保護等の権限の行使を認められた児童福祉の専門機関であることも踏まえ，
夜間，休日等の執務時間外の市町村等からの送致や相談に適切に対応することが必要である。
緊急対応を要する場合には，当面の対応方針と担当職員（チーム体制）を決定して初期対応を

行う。
翌日等に緊急受理会議を開き，時間外対応の状況報告と評価を行い，今後の方針を決定する。

（5）通告者への報告
虐待の通告をした人は，多くの場合，児童相談所や市町村等の対応に期待と関心を寄せてい

る。守秘義務の許す範囲で，対応方針について報告することが望ましい。
また，通告者が子どもや家族に引き続き関わる可能性がある場合は，どのような関わり方をす

ることが望ましいのか，児童相談所又は市町村等としての要望やアドバイスを伝える。

３. 子どもが自ら保護を求めてきた場合，どう対応すべきか
子どもが自ら保護を求める状況とは，激しい身体的虐待を継続的に受けていたり，性的虐待を

受けているなど，子どもがせっぱつまった状態で，救助を求めている危機状況にあると受け止
め，事実の確認を早急に行って対応する必要がある。
ほとんどの子どもは，自分が保護を求めることにより，保護者の虐待の事実が顕在化すること

や保護者に対する恐怖心等から，心理的に動揺している状態にある。
児童相談所や市町村等が必ず守ってあげることを伝えた上で，子どもの訴えをまず聴くことに

徹し，その話を支持して安心感を与え，緊張状態を緩和することが大切である。子どもの年齢に
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合わせた対応の仕方と表情や態度の観察を通して，緊急保護対応の判断のための情報収集を行わ
なければならない。
一方で関係機関からの情報収集と対応についての意見を聴取し，緊急受理会議によって方針を

決定する。

（1）子どもが電話や手紙等で保護を求めてきた場合
［1］　本章１（4）［1］による対応をする。
［2］　 原則として子どもの同意のもと，虐待者が同席しない学校等の場所に出向いて子どもに会

う。
［3］　来所が可能な年齢の場合にも，信頼のおける人に同行してもらうよう助言する。
［4］　緊急の場合には110番通報や警察に助けを求めるように助言する。

（2）子どもが来所して保護を求めた場合
［1］　子どもとの面接により，下記の事項を把握する。
ア．　虐待の内容と程度（事実の確認，証拠資料が得られるか）。
イ．　子どもの状態（外傷の有無・程度，衣服の様子等）。
ウ．　自分の身を守り，危機を回避できる能力がどの程度あるか。
エ．　保護者に対してどんな気持ちを持っているか。
オ．　親族のなかに援助を期待できる人はいるか。
カ．　保護者の状況。
（ア）　保護者は，保護を求めたことを知っているか。
（イ）　保護者は，児童相談所や市町村から連絡するとどんな反応や行動をとるか。
［2］　児童相談所や市町村の援助について説明する。
［3］　市町村，学校，警察や都道府県の設置する福祉事務所等の関係機関へ連絡協議することの

説明をする。
［4］　関係機関から情報収集を行う。

情報収集については，第４章１を参照。

（3）子どもが学校等を経由して保護を求めた場合
ア．　できるだけ学校等を訪問し，（2）子どもが来所して保護を求めた場合と同様に対応す

る。
イ．　学校等を訪問して面接等ができない場合，（1）子どもが電話や手紙等で保護を求めてき

た場合と同様に対応する。

（4）緊急受理会議
本章２（2）と同様に対応方針を決定する。

［1］　緊急保護する
身柄を一時保護する
本章２（2）および（4）により初期対応を行う。

［2］　緊急保護はしない
虐待の程度が比較的軽く，子どもが危険から逃れる能力があり，子ども自身も保護について決

心がつかない場合，必要な調査や情報収集を行った後に対応方針を決定する。
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子どもに対しては，今後，いつ，どんな時でも必要があれば保護することができると伝え，連
絡方法や警察などの連絡窓口等についての情報を具体的に教える。
関係機関に連絡し，今後の情報交換，連携について協力を依頼する。

表３－１虐待相談・通告受付票
虐待相談・通告受付票に関しては，いずれの様式を使用しても差し支えないものとする。

30



31



! " !32




